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2026 年 4 月 1 日 

ふるさと納税の控除額 

ふるさと納税に係る寄附金控除は、以下の順でそれぞれ控除され、寄附金額が上限額を超えない場合は 2 千円を 

超える部分の全額が控除されます。この場合、ふるさと納税額＝2000 円＋①＋②+③となります。 

※ワンストップ特例制度を利用した場合、①所得税寄附金控除相当額が住民税から控除(申告特例控除)されます。 

 

 

①所得税の控除額 = （ふるさと納税額－2,000 円）×所得税率 

所得税からの控除額は、上記①の計算式で決まります。 

なお、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の 40％が上限です。 

※令和 19 年中の寄附までは、所得税率は復興特別所得税の税率 2.1％を加えた率となります。 

 

住民税からの控除には「基本分」と「特例分」があり、それぞれ以下のように決まります。 

 

②住民税からの控除（基本分） = （ふるさと納税額－2,000 円）×住民税率(10％) 

住民税からの控除の基本分は、上記②の計算式で決まります。 

なお、控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の 30％が上限です。 

 

③住民税からの控除（特例分） = （ふるさと納税額 － 2,000 円）×（90％ － 所得税率） 

住民からの控除の特例分は、この特例分が住民税所得割額の 2 割を超えない場合は、上記(3)の計算式で決まりま

す。 

 

③'住民税からの控除（上限額を超えた場合の特例分） = （住民税所得割額）×20％ 

特例分（③で計算した場合の特例分）が住民税所得割額の 2 割を超える場合は、上記③'の計算式となります。  

この場合、①、②及び③'の 3 つの控除を合計しても（ふるさと納税額－2,000 円）の全額が控除されず、 

実質負担額は 2,000 円を超えます。 

 

※所得税率について 

・原則として所得税の総合課税に係る税率（5.105％～45.945％）で計算します。ただし、申告分離課税（土地・

建物等の譲渡所得、株式等の譲渡所得など）のみで課税される場合は、申告分離課税に係る税率で計算します。 

＜表Ⅲを参照＞  
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・上記の①と③の計算で使用する「所得税の税率」はそれぞれ異なる場合があります。 

税率を決定する基準が①では「所得税の課税所得額」、③では「住民税の課税総所得金額－ 

人的控除差調整額－（所得税の基礎控除額－48 万円）」となるためです。＜表Ⅰを参照＞ 

 

 

（例）「所得税の課税所得額」が 890 万円、 

「住民税の課税総所得金額－人的控除差調整額 

－(所得税の基礎控除額－48 万円)」が 910 万円 

の場合 

 

①の所得税の税率・・・23.483％  

③の所得税の税率・・・33.693％ 

 

 

 

 

ふるさと納税の上限額を求める計算式 

ふるさと納税の上限額（X）は下記の計算式により算出することができます。 

☆ X ＝住民税所得割額×20％÷（90％－所得税率）+ 2 千円 

 

 

 

「住民税からの控除（特例分）」の上限額が住民税所得割額の 20％のため、【住民税からの控除（特例分）③の計算式）

＝住民税所得割額×20％】のとき、2 千円を超える部分が全額控除となるふるさと納税の上限額となります。 

そのため、ふるさと納税の上限額を「X」とすると【（X－2 千円）×（90％(注 1)－所得税率）＝住民税所得割額×20％】

の計算式となり、ここから上限額「X」を求める式に直すと、上記☆の計算式となります。 

(注 1) 90％はふるさと納税額全額（100％）から住民税からの控除（基本分）（10％）を引いた 100％－10％＝90％を 

表しています。 

 

所得税率は、所得税の課税所得額に応じて段階的に分かれているため、☆の計算式は所得税の課税所得額の 

階層ごとに次の表の計算式に置き換えることができます。 

表Ⅱ．総合課税の場合（申告分離課税と併せて課税される場合も同様） 

所得税の課税所得額 注２ 所得税率 上限額を求める計算式 

~195万円以下  5.105％ X=住民税所得割額×23.558％＋2千円 

195万円超~330万円以下 10.21％ X=住民税所得割額×25.065％＋2千円 

330万円超~695万円以下 20.42％ X=住民税所得割額×28.743％＋2千円 

695万円超~900万円以下 23.483％ X=住民税所得割額×30.067％＋2千円 

900万円超~1800万円以下 33.693％ X=住民税所得割額×35.519％＋2千円 

1800万円以上~4000万円以下 40.84％ X=住民税所得割額×40.683％＋2千円 

4000万円超～ 45.945％ X=住民税所得割額×45.397％＋2千円 

表Ⅰ 

所得税の課税所得額／ 

住民税の課税総所得額－人的控除差調整額 

－(所得税の基礎控除額－48万円) 

所得税率 

~195 万円以下 5.105％ 

195万円超～330万円以下 10.21％ 

330万円超～695万円以下 20.42％ 

695万円超～900万円以下 23.483％ 

900万円超～1800万円以下 33.693％ 

1800万円超～4000万円以下 40.84％ 

4000 万円超～ 45.945％ 

注意：住民税所得割額は、寄附した年の所得等から算出するため、寄附する時点ではその額を算出することは

できません。収入等が前年と大幅に変わらなければ前年の住民税所得割額を目安に計算してください。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所得税の課税所得額は、総所得金額から所得控除額（社会保険料控除や扶養控除などの合計額）を差し引いた金

額（千円未満の端数は切捨て）をいいます。給与所得者の場合は、源泉徴収票の A 欄から B 欄を引いた金額です。

＜下の図を参照＞ 

 

 

（注 3）寄附金額が総所得金額等に対する上限額（所得税 40％、住民税 30％）を超える場合、又は住宅借入金等 

特別控除を受けている場合は、 上記の計算式で求めた上限額分の控除を受けられない場合があります。 

なお、分離課税の上限額計算式は以下の通りです。 

 

 

表Ⅲ．申告分離課税のみの場合 

所得税の所得区分 所得税率 上限額を求める計算式 

上場株式等に係る配当所得 15.315％ 
 

X=住民税所得割額×26.779％＋2千円 
 

株式等に係る譲渡所得 15.315％ X=住民税所得割額×26.779％＋2千円 

先物取引に係る雑所得等 15.315％ X=住民税所得割額×26.779％＋2千円 

土地・建物等に係る長期譲渡所得 15.315％ X=住民税所得割額×26.779％＋2千円 

土地・建物等に係る短期譲渡所得 30.63％ X=住民税所得割額×33.687％＋2千円 

土地等に係る事業所得等 40.84％ X=住民税所得割額×40.683％＋2千円 

 

 

ふるさと納税の試算について 

ふるさと納税（寄附）をした場合に、自己負担額 2,000 円を除いた全額が控除されるふるさと納税額や、 

ふるさと納税の上限額を試算することができます。 

詳しくは、住民税（特別区民税・都民税）の税額試算、申告書作成のページをご覧ください。 

 

なお、住民税所得割額は、住民税の課税所得額に

税率（区民税 6％・都民税 4％）を乗じて算出し

た金額から調整控除額を差し引いた金額をいい

ます。 

Ａ Ｂ 

注２ 

表Ⅱでは分かりやすいように所得税の課税所得額で階層を分けていますが、実際は「住民税の課税総所得金額－

人的控除差調整額（所得税の人的控除額と住民税の人的控除額の差額の合計額）－（所得税の基礎控除額－48 万円）」

にて計算していますので、所得税の課税所得金額と一致しない場合がありますが、近い金額になります。目安と

してご覧ください。 

 

※所得税で寄附金控除をとる場合は表Ⅱであてはまる階層が変わる可能性があります。（住民税では所得控除 

ではなく、税額控除となるため） 

・所得税で寄附金控除をとる場合（住民税では所得控除ではなく、税額控除となるため） 

・「所得税の課税所得額」と「住民税の課税総所得金額－人的控除差調整額」が近い金額とならない場合 

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kurashi/juminzei/kazei/juminzei_shisan.html


 

【ふるさと納税の上限額の計算例】 

（例）給与収入 600 万円 

配偶者（所得なし） 

子ども２人（高校生１人、小学生１人）  

所得：4,360,000 円  

所得控除額：1,920,000 円  

所得税の課税所得金額： 

4,360,000 円－1,920,000 円＝2,440,000 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．住民税の所得割額を計算します。  

住民税の課税総所得金額：4,360,000 円－1,546,000 円（注 4）＝2,814,000 円  

 

（注４）住民税の所得控除額＝所得税の所得控除額－控除差調整額となっています。人的控除と生命保険料

控除は所得税と住民税で控除額が異なり、住民税では以下となります。（カッコ内は所得税の所得控除額 ） 

基礎控除 43 万円（68 万円）／配偶者控除 33 万円（38 万円）／その他控除 33 万円（38 万円）／ 

生命保険料控除 5 万 6 千円（8 万円）  

 

区民税所得割：2,814,000 円×6％－1,500 円（調整控除）＝167,300 円  

都民税所得割：2,814,000 円×4％－1,000 円（調整控除）＝111,500 円   

合計 278,800 円  

    住民税所得割額は 278,800 円となります。 

 

  ２．所得税の課税所得額が 2,440,000 円なので表Ⅱ「所得税の課税所得額」「195 万円超~330 万円以下」の

上限額を求める計算式にあてはめます。 

 

X＝278,800×0.25065＋2,000 円 ≒71,881 円  

 

    上記の場合、自己負担 2 千円で寄附できる限度額は 71,000 円となります。  

 



ふるさと納税をされる方のための納税通知書等の見方 

住民税所得割額の確認および寄附金税額控除をうけた金額を確認する方法は、徴収方法に応じて下記をご覧くださ

い。 

＜普通徴収・併徴（普通徴収と特別徴収の両方）の場合＞ 

「特別区民税・都民税 納税通知書 兼 決定通知書」をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜特別徴収の場合＞  

 「給与所得等に係る特別区民税・都民税 特別徴収税額の決定・変更通知書（納税義務者用）」をご覧ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住民税所得割額：特別区民税と都民税のそれぞれ

で④－⑤（100 円未満切捨て）を計算し、合算し

た金額 

 

⑥および「寄附金税額控除」欄に、寄附金税額控除を受け

た金額が記載されます。 

※ふるさと納税以外の寄附をされた場合には、その金額も

含みます。 

 

 

 

住民税所得割額：特別区民税と都民税のそれぞれで④－調

整控除額※（100 円未満切捨て）を計算し、合算した金額 

 

※調整控除額は⑤に記載されますが、⑤は他の税額控除（寄

附金や配当、住宅ローンなど）も含むため、他の税額控除等

があり調整控除額が不明な場合は、お手数ですが税務課まで

お問合せください。 

（摘要）欄に、寄附金税額控除を受けた金額が記載されます。 

※ふるさと納税以外の寄附をされた場合には、その金額も含みます。 

 

 

 

 

 
 



ふるさと納税の寄附金控除についてご不明点がございましたら、下記までお問合せください。 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】 

渋谷区役所 税務課 課税第一係・課税第二係 

電話番号：０３－３４６３－１７１９・１７２６（直通） 


